
新 旧

障害者支援施設等指導検査
基準（支援編）

18 14事故対応
基本的な考え方
１

①から③　略
④　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
⑤　無断外出
⑥　感染症の集団感染
⑦　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
⑧から⑫　略

①から③　略
④　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
⑤　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
⑥　感染症の発生
⑦　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
⑧から⑫略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定福祉型障害児入所施設
指導検査基準

20 43事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定医療型障害児入所施設
指導検査基準

19 44事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。
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改正基準
(案)の該
当ページ

該当箇所

追加改正内容

改正理由改正基準名

指定短期入所指導検査基準 13 27事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

自立生活援助指導検査基準 14 32事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定共同生活援助指導検査
基準（日中サービス支援型
及び外部サービス利用型を
除く。）

16 39事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定共同生活援助指導検査
基準（日 中 サ ー ビ ス
支 援 型 指 定 共 同 生
活 援 助）

18 38事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。
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改正基準
(案)の該
当ページ

該当箇所

追加改正内容

改正理由改正基準名

指定共同生活援助指導検査
基準（外 部 サ ー ビ ス
利 用 型 指 定 共 同 生
活 援 助）

20 41事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定児童発達支援指導検査
基準

17 43事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定放課後等デイサービス
指導検査基準

16 41事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定居宅訪問型児童発達支
援指導検査基準

11 39事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。
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改正基準
(案)の該
当ページ

該当箇所

追加改正内容

改正理由改正基準名

指定保育所等訪問支援指導
検査基準

11 38事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定居宅介護指導検査基準 12 32事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定重度訪問介護支援指導
検査基準

13 32事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定同行援護指導検査基準 13 31事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。
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改正基準
(案)の該
当ページ

該当箇所

追加改正内容

改正理由改正基準名

指定行動援護指導検査基準 13 31事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定重度障害者等包括支援
指導検査基準

12 30事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定地域移行支援指導検査
基準

10 32事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。

指定地域定着支援指導検査
基準

11 30事故発生時の
対応
基本的な考え方
（１）

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（誤与薬後、利用
者の様子に変化がある場合は要報
告）
オ　無断外出
カ　感染症の集団感染
キ　送迎中の事故及び送迎車両の
車内への利用者の置き去り事故
クからシ　略

アからウ　略
エ　薬の誤与薬（その後の経過に関わ
らず、事案が発生した時点で要報告）
オ　無断外出（警察・消防等の他の機
関が関わったもの）
カ　感染症の発生
キ　送迎車両の車内への利用者の置き
去り事故
クからシ　略

「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通
知）」の改正に伴う変更。
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